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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　衝突許容型チャネルに割り当てられた周波数帯域の中で、
　少なくとも制御情報の一部を含むプリアンブル部から構成されるランダムアクセスチャ
ネルを生成するランダムアクセスチャネル生成手段；
　各ユーザに対して、連続的な周波数割り当ておよび非連続的なくしの歯状の周波数割り
当てのうちの一方を行う割り当てを行い、前記ランダムアクセスチャネルを可変のマルチ
帯域幅で送信する送信制御手段；
　を備えることを特徴とする送信装置。
【請求項２】
　請求項１に記載の送信装置において：
　前記ランダムアクセスチャネル生成手段は、移動局から送信されるＣＱＩ情報に基づい
て予めグループ分けされたシグネチャ番号を生成することを特徴とする送信装置。
【請求項３】
　請求項１または２に記載の送信装置において：
　前記プリアンブル部は、複数のブロックに分割され、
　前記ランダムアクセスチャネル生成手段は、ブロック毎にシグネチャ番号を生成するこ
とを特徴とする送信装置。
【請求項４】
　請求項３に記載の送信装置において：
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　前記ランダムアクセスチャネル生成手段は、各ブロックにおいて、制御情報を示すシン
ボル系列にシグネチャ系列を乗算し、プリアンブル部を構成する系列を生成することを特
徴とする送信装置。
【請求項５】
　請求項１に記載の送信装置において：
　前記ランダムアクセスチャネル生成手段は、目的識別子、下りリンクＣＱＩ、スケジュ
ーリング要求情報およびシグネチャ番号から構成されるランダムアクセスチャネルを生成
し、
　前記スケジューリング要求情報およびシグネチャ番号は、ランダムアクセスを行う場合
の仮のＩＤを示すことを特徴とする送信装置。
【請求項６】
　請求項１に記載の送信装置において：
　前記ランダムアクセスチャネル生成手段は、目的識別子、下りリンクＣＱＩ、ユーザＩ
Ｄから構成されるランダムアクセスチャネルを生成し、
　前記ユーザＩＤに応じて、シグネチャが決定されることを特徴とする送信装置。
【請求項７】
　１または複数の移動局からランダムアクセスチャネルを受信する受信手段；
　前記ランダムアクセスチャネルからプリアンブル部および制御メッセージ部の検出を行
う検出処理手段；
　を備え、
　前記検出処理手段は、前記プリアンブル部が複数のブロックに分割され、各ブロックに
おいて制御情報を示すシンボル系列にシグネチャ系列が乗算されている場合、各ブロック
のシグネチャを検出し、制御情報を示すシンボル系列を検出することを特徴とする受信装
置。
【請求項８】
　衝突許容型チャネルに割り当てられた周波数帯域の中で、
　少なくとも制御情報の一部を含むプリアンブル部から構成されるランダムアクセスチャ
ネルを生成するランダムアクセスチャネル生成ステップ；
　各ユーザに対して、連続的な周波数割り当ておよび非連続的なくしの歯状の周波数割り
当てのうちの一方を行う割り当てステップ；
　前記ランダムアクセスチャネルを可変のマルチ帯域幅で送信する送信ステップ；
　を有することを特徴とするランダムアクセス制御方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、送信装置および受信装置並びにランダムアクセス制御方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　Ｗ－ＣＤＭＡやＨＳＤＰＡの後継として、Ｅｖｏｌｖｅｄ　ＵＴＲＡ（Ｅ－ＵＴＲＡ）
と呼ばれる通信方式が検討されている。Ｅ－ＵＴＲＡは、複数の帯域幅を拡張可能にサポ
ートする無線アクセス方式であり、既存の３Ｇ方式との親和性を確保しつつ、１．２５Ｍ
Ｈｚから最大２０ＭＨｚまでの帯域幅に対応するものである。
【０００３】
　既存のＷ－ＣＤＭＡでは、同一システム内において、衝突許容チャネルの１つであり、
上りリンクにおける初期接続の確立に用いられるランダムアクセスチャネル用プリアンブ
ルは、コード多重、時間多重の組み合わせにより送信されていた。
【０００４】
　例えば、図１Ａに示すように、コード多重によりユーザが多重される場合には、端末は
、複数用意されたシグネチャ（コード）の中から任意のシグネチャを選択できる。
【０００５】
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　また、例えば、図１Ｂに示すように、時間多重によりユーザが多重される場合には、端
末は、複数用意されたアクセススロットの中から任意のアクセススロットを選択できる。
【０００６】
　なお、Ｗ－ＣＤＭＡのランダムアクセスについては、非特許文献１に記載されている。
【非特許文献１】立川敬二、「Ｗ－ＣＤＭＡ移動通信方式」、丸善株式会社、２００１年
　６月、ｐｐ．１３０～１３４
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　これに対し、Ｅ－ＵＴＲＡに対応するシステムでは、同一システム内に複数の帯域幅が
定義されており、基地局あるいは事業者によって異なる帯域幅がサポートされる。すなわ
ち各事業者が展開するシステム（場合によっては同一事業者のシステム内のセル）によっ
て使用する帯域幅が異なるという状態が生じる。このような状況で、全ての移動端末が、
異なる帯域幅の任意の基地局に接続する必要がある。
【０００８】
　また、Ｅ－ＵＴＲＡに対応するシステムでは、上りリンクの無線アクセス方式として、
シングルキャリアＬｏｃａｌｉｚｅｄ／Ｄｉｓｔｒｉｂｕｔｅｄ　ＦＤＭＡ無線アクセス
方式が検討されている。
【０００９】
　一般に、プリアンブル部は、セル端等からでも、ＲＡＣＨが送られてきたことを検出す
るために、かなり長い系列が必要とされる。例えば、Ｗ－ＣＤＭＡでは、１ｍｓｅｃ長（
４０９６ｃｈｉｐｓ）である。
【００１０】
　一方、制御情報も、セル端からも受信できるようにするとかなり大きな拡散率が必要に
なる。例えば、プリアンブルに比べれば小さいがＳＦ＝６４程度が必要になる。
【００１１】
　したがって、制御情報を全てプリアンブル部と別に送ると、ＲＡＣＨの系列長が非常に
長くなって効率が悪くなる。または、送ることができる制御ビット数が少なくなる。
【００１２】
　そこで、本発明は、上述した問題のうち少なくとも１つを解決するためになされたもの
であり、プリアンブル部で制御情報の少なくとも一部を送信することができる送信装置お
よび受信装置並びにランダムアクセス制御方法を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【００１３】
　上記課題を解決するため、本発明の送信装置は、
　衝突許容型チャネルに割り当てられた周波数帯域の中で、
　少なくとも制御情報の一部を含むプリアンブル部から構成されるランダムアクセスチャ
ネルを生成するランダムアクセスチャネル生成手段；
　各ユーザに対して、連続的な周波数割り当ておよび非連続的なくしの歯状の周波数割り
当てのうちの一方を行う割り当てを行い、前記ランダムアクセスチャネルを可変のマルチ
帯域幅で送信する送信制御手段；
　を備えることを特徴の１つとする。
【００１４】
　このように構成することにより、プリアンブル部を用いて、制御情報を送信することが
できる。
【００１５】
　また、本発明の受信装置は、
　１または複数の移動局からランダムアクセスチャネルを受信する受信手段；
　前記ランダムアクセスチャネルからプリアンブル部および制御メッセージ部の検出を行
う検出処理手段；
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　を備え、
　前記検出処理手段は、前記プリアンブル部が複数のブロックに分割され、各ブロックに
おいて制御情報を示すシンボル系列にシグネチャ系列が乗算されている場合、各ブロック
のシグネチャを検出し、制御情報を示すシンボル系列を検出することを特徴の１つとする
。
【００１６】
　このように構成することにより、プリアンブル部を用いて送信された制御情報を受信す
ることができる。
【００１７】
　また、本発明のランダムアクセス制御方法は、
　衝突許容型チャネルに割り当てられた周波数帯域の中で、
　少なくとも制御情報の一部を含むプリアンブル部から構成されるランダムアクセスチャ
ネルを生成するランダムアクセスチャネル生成ステップ；
　各ユーザに対して、連続的な周波数割り当ておよび非連続的なくしの歯状の周波数割り
当てのうちの一方を行う割り当てステップ；
　前記ランダムアクセスチャネルを可変のマルチ帯域幅で送信する送信ステップ；
　を有することを特徴の１つとする。
【００１８】
　このように構成することにより、プリアンブル部を用いて、制御情報を送信することが
できる。
【発明の効果】
【００１９】
　本発明の実施例によれば、プリアンブル部で制御情報の少なくとも一部を送信すること
ができる送信装置および受信装置並びにランダムアクセス制御方法を実現できる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２０】
　次に、本発明を実施するための最良の形態を、以下の実施例に基づき図面を参照しつつ
説明する。
なお、実施例を説明するための全図において、同一機能を有するものは同一符号を用い、
繰り返しの説明は省略する。
【００２１】
　本発明の実施例にかかる無線通信システムは、移動局と基地局とを備える。
【００２２】
　本実施例にかかる無線通信システムには、上りリンクシングルキャリアＬｏｃａｌｉｚ
ｅｄ／Ｄｉｓｔｒｉｂｕｔｅｄ　ＦＤＭＡ無線アクセス方式が適用される。移動局は、ラ
ンダムアクセスを行う際に、ランダムアクセスチャネルを送信する。
【００２３】
　次に、本発明の実施例にかかる送信装置１００について、図２を参照して説明する。
【００２４】
　本実施例にかかる送信装置１００は、例えば移動局に備えられ、上りリンクシングルキ
ャリアＬｏｃａｌｉｚｅｄ／Ｄｉｓｔｒｉｂｕｔｅｄ　ＦＤＭＡ無線アクセスにおいて、
ランダムアクセスを行う際に、ランダムアクセスチャネルを用いる。このランダムアクセ
スチャネルでは、プリアンブルと、制御情報の少なくとも一部が一緒に送信される。
【００２５】
　送信装置１００は、送信データが入力されるＤ／Ａコンバータ１０２と、Ｄ／Ａコンバ
ータ１０２の出力信号が入力されるＩＦフィルタ１０４と、ＩＦフィルタ１０４の出力信
号が入力されるアップコンバータ１０６と、アップコンバータ１０６の出力信号が入力さ
れるＲＦフィルタ１０８と、ＲＦフィルタ１０８の出力信号が入力される送信電力増幅器
（Ｐｏｗｅｒ　Ａｍｐｌｉｆｉｅｒ：　ＰＡ）１１０と、ランダムアクセスチャネル生成
手段としての衝突許容チャネル生成部１１２と、衝突許容チャネル生成部１１２の出力信
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号が入力される乗算部１１４と、乗算部１１４の出力信号が入力される帯域制限フィルタ
１１６と、衝突許容チャネル生成部１１２と帯域制限フィルタ１１６とＰＡ１１０とを制
御する送信制御手段としての制御部１２０と、乗算部１１４にランダムアクセスチャネル
に用いる拡散率を変更する拡散率制御部１１８とを備える。
【００２６】
　ベースバンド処理されたランダムアクセスチャネルは、ＩＦ部のＤ／Ａコンバータ１０
２に入力され、ＩＦフィルタ１０４を通過する。ＩＦフィルタ１０４の出力は、ＲＦ部の
アップコンバータ１０６に入力され、設定された上りリンク送信周波数帯に応じたＲＦ周
波数に変換される。なお、この機能の一部はベースバンド部で行なってもよい。ＲＦ変換
された信号は、ＲＦフィルタ１０８を通過する。
【００２７】
　ＲＦフィルタ１０８の出力はＰＡ１１０で増幅される。一般には、下りリンクのパイロ
ットチャネルの受信電力に基づいて、ランダムアクセスチャネルの送信電力を決定するオ
ープンループ型の送信電力制御が行われる。増幅された送信信号は、送信アンテナから送
信される。
【００２８】
　衝突許容チャネル生成部１１２は、衝突許容チャネル、例えばランダムアクセスチャネ
ル（ＲＡＣＨ）を生成し、乗算部１１４に入力する。
【００２９】
　ここで、ランダムアクセスチャネルで送信される情報について、説明する。
【００３０】
　本実施例にかかる送信装置１００では、シグネチャ、およびユーザＩＤ、下りリンクチ
ャネル状態を示す情報、スケジューリング要求情報、目的識別子およびＣＲＣ（Ｃｙｃｌ
ｉｃ　Ｒｅｄｕｎｄａｎｃｙ　Ｃｈｅｃｋ）のうちの少なくとも一部が、ランダムアクセ
スチャネルにより送信される。
【００３１】
　シグネチャは、複数ユーザのランダムアクセスを識別するための情報であり、プリアン
ブル部で送信される。基地局では、シグネチャを用いてタイミング同期が行われる。Ｗ－
ＣＤＭＡの場合、このシグネチャは１６種類である。
【００３２】
　ユーザＩＤは、ランダム仮ＩＤ（Ｒａｎｄｏｍ　ｔｅｍｐｏｒａｒｙ　ＩＤ）またはＵ
Ｅ　ＩＤから構成される。ランダム仮ＩＤは、接続セルからＵＥ　ＩＤを付与される前、
例えばアイドル（ＩＤＬＥ）状態で使用される。移動局は、ＵＥ　ＩＤを接続セルから付
与された後、ランダムアクセスチャネルを送信する場合に、該ランダムアクセスチャネル
にＵＥ　ＩＤをつけて送信する。ユーザＩＤには、例えば１０ｂｉｔ－１４ｂｉｔ程度必
要とされる。
【００３３】
　下りリンクチャネル状態（ＣＱＩ）は、ランダムアクセスに対する下りリンクのフィー
ドバックチャネルのリンクアダプテーション、例えば送信電力制御、ＡＭＣなどと、最初
のスケジューリングにおけるＣＱＩ値として使用される。下りリンクチャネル状態には、
例えば２ｂｉｔ－８ｂｉｔ程度必要とされる。
【００３４】
　スケジューリング要求情報は、スケジューリングの要求情報、例えば上りリンク・下り
リンクの種別、データ量、所要誤り率・遅延時間などのＱｏＳである。スケジューリング
要求情報には、例えば１ｂｉｔ－８ｂｉｔ程度必要とされる。
【００３５】
　目的指示子は、例えば、ＩＤＬＥ状態のランダムアクセスか、ＡＣＴＩＶＥ状態のラン
ダムアクセスかを識別するための情報である。目的識別子は、例えば１ｂｉｔ－２ｂｉｔ
程度必要とされる。
【００３６】
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　ＣＲＣは、ランダムアクセスの制御情報の誤り検出のために使用される情報である。Ｃ
ＲＣは、例えば１２ｂｉｔ程度必要とされる。
【００３７】
　本実施例にかかる送信装置１００が送信するランダムアクセスチャネルは、図３Ａに示
すように、プリアンブル部と制御メッセージ部とからなる。プリアンブル部ではシグネチ
ャと制御情報の一部が送信され、制御メッセージ部ではプリアンブル部で送信される制御
情報以外の残りの制御情報が送信される。
【００３８】
　このランダムアクセスの構成において、プリアンブル部と制御メッセージ部は時間的に
連続して１バーストとして送信される。
【００３９】
　このように、プリアンブル部と制御メッセージ部とを時間的に連続して、言い換えれば
プリアンブル部に制御メッセージ部を付加して送信することにより、上りリンクのリンク
確立に必要な遅延時間を低減できる。その結果、ランダムアクセスチャネルに後続する共
有データチャネル（Ｓｈａｒｅｄ　ｄａｔａ　ｃｈａｎｎｅｌ）における、トラヒックデ
ータの送信に必要な遅延時間も低減できる。
【００４０】
　また、図３Ｂに示すように、プリアンブル部でシグネチャを送信し、制御メッセージ部
で全制御情報を送信するようにしてもよい。このランダムアクセスの構成において、プリ
アンブル部と制御メッセージ部は時間的に連続して１バーストとして送信される。
【００４１】
　また、図３Ｃに示すように、プリアンブル部でシグネチャと全制御情報を送信するよう
にしてもよい。このようにすることにより、制御メッセージ部を無くすことができる。
【００４２】
　ランダムアクセスチャネルにおけるプリアンブル部は、上りリンクのリンクを最初に確
立するために用いられ、複数のランダムアクセスチャネルを識別・検出するためのシグネ
チャを含む。
【００４３】
　プリアンブル部により、受信装置（基地局）は、上りリンクの送信タイミング制御を行
うための受信タイミング測定、マルチ帯域幅のシステムにおけるキャリア周波数の同定を
行う。また、プリアンブル部は、制御メッセージ部の復調を行うためのチャネル推定を行
うための参照シンボルの役割を有する。
【００４４】
　異なる上りリンクのユーザ間の信号が、普通は基地局と移動局の位置により、複数の移
動局が同時に電波を送信しても、基地局で受信される場合にはそれらの受信信号のタイミ
ングはずれてしまう。しかし、シングルキャリアＬｏｃａｌｉｚｅｄ／Ｄｉｓｔｒｉｂｕ
ｔｅｄ　ＦＤＭＡでは、Ｃｙｃｌｉｃ　Ｐｒｅｆｉｘ以内の受信タイミング誤差で受信さ
れるように送信タイミング制御を行う。このようにすることにより、同一サブフレーム内
のユーザ間の信号の周波数領域での直交性が実現される。
【００４５】
　また、パケットスケジューリングを行って時間領域での直交した無線リソースの割り当
てを行うためにも、送信タイミング制御が必要である。
【００４６】
　そこで、上りリンクで最初に送信されるランダムアクセスチャネルを利用して、基地局
は、受信タイミング測定を行うことにより、送信タイミング制御を行う。
【００４７】
　また、マルチ帯域幅のシステムにおいて、移動局は、複数用意された周波数帯域の中か
ら任意の周波数帯域を選択してランダムアクセスをすることができる。その際に、移動局
が選択したキャリア周波数の同定を行う。例えば、各移動局はランダムに周波数帯域を選
択する。
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【００４８】
　ランダムアクセスチャネルにおける制御情報には、上述したようにリンクを確立するた
めの制御情報、後続する共有データチャネルにおいてデータを送信するために必要な予約
情報が格納される。本実施例にかかる送信装置１００は、ランダムアクセスチャネルによ
り、上りリンクのリンク確立のための必要最小限の情報を送信し、後続する共有データチ
ャネルにより、トラヒックデータおよび上位レイヤの制御情報を送信する。
【００４９】
　リンクを確立するための制御情報には、ユーザＩＤ、例えば移動局におけるランダムア
クセス用のテンポラリのユーザＩＤ（ランダム仮ＩＤ）が含まれる。共有データチャネル
においてデータを送信するために必要な予約情報には、データサイズ、データのＱｏＳ、
例えば所要誤り率、許容遅延、特殊な呼（緊急呼）であることを示す情報など、移動局の
能力（ＵＥ　ｃａｐａｂｉｌｉｔｙ）、例えば送信可能な帯域幅、送信可能な最大送信電
力、送信アンテナ数を示す情報が含まれる。
【００５０】
　乗算部１１４は、拡散率制御部１１８において決定された拡散符号で広帯域の信号に拡
散し、帯域制限フィルタ１１６に入力する。
【００５１】
　拡散制御部１１８は入力された受信状態を示す情報、すなわち移動局の平均的な受信状
態に応じて、ランダムアクセスチャネルに用いる拡散率を変更する。
【００５２】
　拡散率制御部１１８は、ランダムアクセスチャネルに対して予め定義された複数の拡散
率の中から、受信状態に基づいて、拡散率を選択する。例えば、拡散率制御部１１８は、
受信状態が悪い場合には大きな拡散率を選択し、受信状態が良い場合には小さな拡散率を
選択する。すなわち、拡散率制御部１１８は可変拡散率制御を行う。拡散率制御部１１８
は、プリアンブル部、制御メッセージ部の少なくとも一方について、拡散率の制御を行う
。
【００５３】
　また、拡散率制御部１１８は、選択した拡散率を示す情報を、制御部１２０に入力する
。
【００５４】
　制御部１２０は、プリアンブル部およびＬ１／Ｌ２制御メッセージに対して、ランダム
アクセスチャネル用に割り当てられた帯域の中で、複数の予め用意された連続の周波数バ
ンドの中から任意の連続の周波数バンド（Ｌｏｃａｌｉｚｅｄ　ＦＤＭＡ）または複数の
予め用意されたくしの歯状の周波数バンドの中から、任意のくしの歯状の周波数バンド（
Ｄｉｓｔｒｉｂｕｔｅｄ　ＦＤＭＡ）を選択する。
【００５５】
　例えば、制御部１２０は、複数の予め用意された連続の周波数バンドの中から任意の連
続の周波数バンドを選択する場合に、割り当て帯域が５ＭＨｚである場合には、該割り当
て帯域を４分割した１．２５ＭＨｚを分割割り当て帯域として選択する。また、制御部１
２０は、複数の予め用意された連続の周波数バンドの中から任意の連続の周波数バンドを
選択する場合に、割り当て帯域が２．５ＭＨｚである場合には、該割り当て帯域を２分割
した１．２５ＭＨｚを分割割り当て帯域として選択する。
【００５６】
　例えば、制御部１２０は、複数の予め用意されたくしの歯状の周波数バンドの中から、
任意のくしの歯状の周波数バンドを選択する場合に、割り当て帯域幅が５ＭＨｚである場
合に、例えば５ＭＨｚの中に４つのくしの歯状の帯域を用意し、いずれかのくしの歯状の
帯域を選択する。その結果、割り当て帯域幅にわたって、１．２５ＭＨｚ毎に使用する周
波数が現れるくしの歯状の周波数帯域が割り当てられる。
【００５７】
　また、制御部１２０は、プリアンブル部およびＬ１／Ｌ２制御メッセージ部に対して、
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Ｌｏｃａｌｉｚｅｄ　ＦＤＭＡ方式とＤｉｓｔｒｉｂｕｔｅｄ　ＦＤＭＡ方式とを組み合
わせて、割り当てる周波数バンドおよびくしの歯状の周波数帯域を選択するようにしても
よいし、また、両方式と、コード多重、時間多重（アクセススロット）との併用も可能で
ある。
【００５８】
　また、移動局の平均的な受信状態に応じて、ランダムアクセスチャネルに用いる送信電
力と拡散率とが変更される場合に、制御部１２０は、ランダムアクセスチャネルのバース
ト長を変更するようにしてもよい。
【００５９】
　同一のバースト長を用いたまま拡散率の大きさを大きくすると、実現できるデータレー
トが減少し、Ｌ１／Ｌ２制御メッセージ部で伝送できる制御ビット数が減少するため、所
定の制御ビット数を送信することができなくなる。
【００６０】
　そこで、上述した可変拡散率制御の方法に併せて、ランダムアクセスチャネルのバース
ト長を変更する。
【００６１】
　制御部１２０は、入力された拡散率を示す情報に基づいて、ランダムアクセスチャネル
におけるＬ１／Ｌ２制御メッセージ部長を制御する。例えば、制御部１２０は、拡散率が
大きい場合にはＬ１／Ｌ２制御メッセージ部長を長くし、拡散率が小さい場合にはＬ１／
Ｌ２制御メッセージ部長を短くする制御を行う。この場合、拡散率と、Ｌ１／Ｌ２制御メ
ッセージ部長との対応関係を予め決定しておくことにより、受信装置での処理を簡単にす
ることができる。
【００６２】
　また、制御部１２０は、拡散率に応じて、Ｌ１／Ｌ２制御メッセージ部の長さに加え、
プリアンブル部の長さも可変にするようにしてもよい。
【００６３】
　次に、衝突許容チャネル生成部１１２におけるランダムアクセスチャネルの生成処理に
ついて説明する。
【００６４】
　本実施例においては、シグネチャが１６種類である場合について説明するが、１６種類
以外である場合においても適用できる。
【００６５】
　衝突許容チャネル生成部１１２は、図４に示すように、下りＣＱＩに基づいて、ユーザ
をグループ分けし、各グループに対応するシグネチャ番号を予め決定しておく。例えば、
衝突許容チャネル生成部１１２では、移動局からの下りＣＱＩに基づいて、そのＣＱＩの
値が“Ｖｅｒｙ　ｈｉｇｈ”、“Ｈｉｇｈ”、“Ｌｏｗ”および“Ｖｅｒｙ　ｌｏｗ”に
グループ分けされ、これらのグループに対応して、グループ“Ｖｅｒｙ　ｈｉｇｈ”の場
合にはシグネチャ番号“１”、グループ“Ｈｉｇｈ”の場合にはシグネチャ番号“２”、
“３”および“４”、グループ“Ｌｏｗ”の場合にはシグネチャ番号“５”、“６”、“
７”、“８”および“９”、グループ“Ｖｅｒｙ　ｌｏｗ”の場合にはシグネチャ番号“
１０”、“１１”、“１２”、“１３”、“１４”、“１５”および“１６”が予め対応
づけられている。
【００６６】
　衝突許容チャネル生成部１１２は、移動局からの下りＣＱＩに基づいて、そのＣＱＩの
値が“Ｖｅｒｙ　ｈｉｇｈ”、“Ｈｉｇｈ”、“Ｌｏｗ”および“Ｖｅｒｙ　ｌｏｗ”の
いずれのグループに属するかを判断し、該当するグループに対応づけられたシグネチャ番
号を割り当てる。
【００６７】
　ここでは、下りＣＱＩに基づいて移動局をグループ分けし、各グループに対応するシグ
ネチャ番号を割り当てる場合について説明したが、基地局（送信装置）からの距離に基づ
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いて、移動局をグループ分けし、各グループに対応づけられたシグネチャ番号を割り当て
るようにしてもよい。
【００６８】
　このようにすることにより、受信装置では、シグネチャ番号に基づいて、移動局の下り
リンクチャネル状態を取得することができる。このため、送信装置１００側では、制御情
報として、制御ビットを用いて、下りリンクチャネル状態を通知しなくてもよく、制御情
報を削減することができる。
【００６９】
　上述した方法で、より多くの制御ビットをプリアンブル部で送信するためには、シグネ
チャの種類を増大する必要がある。しかし、単純にシグネチャの種類を増大させると、受
信側で相関検出の処理が非常に増大する。
【００７０】
　そこで、衝突許容チャネル生成部１１２は、プリアンブル部を複数のブロックに分けて
、各ブロックで異なるシグネチャの組み合わせ生成するようにしてもよい。例えば、図５
に示すように、衝突許容チャネル生成部１１２は、プリアンブル部を複数、例えば４のブ
ロック（ブロック１、ブロック２、ブロック３およびブロック４）に分割し、各ブロック
で異なるシグネチャ、例えば１６種類のシグネチャを割り当てて送信し、受信側では異な
るシグネチャの組み合わせにより制御情報を検出する。例えば、４のブロックにおいて、
それぞれ１６種類のシグネチャが送信された場合、取りうるパターンは、１６４（＝６５
，５３６）パターンとなる。
【００７１】
　受信側では、ブロック毎に１６通りのシグネチャを検出する部分は従来と同じであるが
、その後の相関検出値のブロック間の合計値の計算が追加処理として必要になる。
【００７２】
　ただし、全てのパターンを許容すると、複数のユーザが衝突したときに、識別できなく
なるので、取りうるパターンは制限される。制限された互いに相関の小さいシグネチャの
組み合わせパターンは、リードソロモン符号を使って生成することができる。リードソロ
モン符号は、Ｗ－ＣＤＭＡにおける下りＳ－ＳＣＨの符号パターンの生成で用いられてい
る方法である。Ｗ－ＣＤＭＡでは、リードソロモン符号により、１６種類のコードの１６
繰り返しのパターンを６４通り作っている。
【００７３】
　また、衝突許容チャネル生成部１１２は、シグネチャ系列に制御情報を示す系列を乗算
するようにしてもよい。例えば、衝突許容チャネル生成部１１２は、図６に示すように、
制御情報を示すシンボル系列、例えば“＋１”、“－１”、“＋１”、“－１”に、シグ
ネチャ系列、例えば“シグネチャ１”、“シグネチャ２”、“シグネチャ３”、“シグネ
チャ４”を乗算し、階層的プリアンブル系列を生成する。
【００７４】
　ここで、制御情報を示すシンボル系列としては、Ｗａｌｓｈ系列、ＧＣＬ系列など直交
系列を用いる。このようにすることにより、互いに直交する（相互相関がゼロ）ので、検
出精度が高い。例えば、Ｗａｌｓｈ系列ならＨａｄｍａｒｄ変換、ＧＣＬならＤＦＴ変換
により、簡易に検出が可能である。
【００７５】
　また、ランダム変調系列を用いるようにしてもよい。このようにすることにより、送る
ことのできるビット数を増大させることができる。
【００７６】
　また、符号化系列を用いるようにしてもよい。例えば、制御情報を畳み込み符号化など
チャネル符号化した系列を用いる。プリアンブルのブロック数が十分大きくないと符号化
利得が得られないが、ブロック数が十分大きければ，ビット数も大きく取れ、検出精度も
符号化利得により高くできる。
【００７７】
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　受信側の処理としては、以下の構成が考えられる。
【００７８】
　まず、各ブロックのシグネチャを検出してから、制御情報を示すシンボル系列を検出す
る。このようにすることにより、比較的簡単な処理でシグネチャおよびシンボル系列を検
出することができる。
【００７９】
　また、各ブロックのシグネチャと制御情報を示すシンボル系列の検出をまとめて行うよ
うにしてもよい。このようにすることにより、検出精度を向上させることができる。
【００８０】
　また、衝突許容チャネル生成部１１２は、制御ビット数自体を削減するようにしてもよ
い。衝突許容チャネル生成部１１２は、複数の他の制御ビットの組み合わせにより、ラン
ダム仮ＩＤを示す。
【００８１】
　例えば、衝突許容チャネル生成部１１２は、図７に示すように、ランダム仮ＩＤで送信
する場合（Ｉｎｉｔｉａｌ　ａｃｃｅｓｓ）、制御情報として、目的識別子、下りリンク
ＣＱＩ、スケジューリング要求情報およびシグネチャ番号を生成する。ここで、衝突許容
チャネル生成部１１２は、スケジューリング要求情報およびシグネチャ番号の部分の系列
をランダム仮ＩＤとみなす。ここで、目的識別子としては、例えばＩＤＬＥ状態のランダ
ムアクセスの場合には、ランダム仮ＩＤが使用されていることを示す“０”が格納される
。
【００８２】
　また、例えば、衝突許容チャネル生成部１１２は、図８に示すように、同期外れ、ハン
ドオーバが行われ、ＵＥ－ＩＤで送信する場合、制御情報として、目的識別子、下りリン
クＣＱＩ、ＵＥ－ＩＤを生成する。ここで、ＵＥ－ＩＤには、ＵＥ－ＩＤに応じて決定さ
れるシグネチャ番号が格納される。ここで、目的識別子としては、例えばＡｃｔｉｖｅ状
態のランダムアクセスであることを示す“１”が格納される。ＵＥ―ＩＤで送信する場合
、スケジューリング要求情報は送信済みである。
【００８３】
　このようにすることにより、目的識別子により、どちらのフォーマット、すなわちラン
ダム仮ＩＤにより送信されるフォーマットであるか、ＵＥ－ＩＤで送信されるフォーマッ
トであるかを受信側で識別できる。また、ランダム仮ＩＤを別のビットで送信する必要が
ない。また、ＵＥ－ＩＤを送信する場合と同じ制御ビット数で送信することができる。
【００８４】
　次に、本発明の実施例にかかる受信装置２００について、図９を参照して説明する。
【００８５】
　本実施例にかかる受信装置２００は、例えば基地局に備えられ、アンテナを備える低雑
音増幅器（Ｌｏｗ　Ｎｏｉｓｅ　Ａｍｐｌｉｆｉｅｒ：ＬＮＡ）１０２と、ＬＮＡ１０２
の出力信号が入力されるＲＦフィルタ１０４と、ＲＦフィルタ１０４の出力信号が入力さ
れるダウンコンバータ１０６と、ダウンコンバータ１０６の出力信号が入力されるＩＦフ
ィルタ１０８と、ＩＦフィルタの出力信号が入力されるＤ／Ａコンバータ１１０と、Ｄ／
Ａコンバータ１１０の出力信号が入力される帯域制限フィルタ１１２と、帯域制限フィル
タ１１２の出力信号が入力される検出処理手段としてのプリアンブル部検出処理部１１４
および制御メッセージ部検出処理部１１６と、帯域制限フィルタ１１２、プリアンブル部
検出処理部１１４および制御メッセージ部検出処理部１１６を制御する制御手段としての
ホッピングパターン中心周波数制御部１１８とを備える。
【００８６】
　受信信号は、ＬＮＡ１０２において処理に適した振幅に増幅され、ダウンコンバータ１
０６に入力される。ダウンコンバータ１０６は、増幅された受信信号から中間周波数（Ｉ
Ｆ）に低下した信号を発生し、ＩＦフィルタ１０８に入力する。ＩＦフィルタ１０８は、
ＩＦ信号を受信信号の特定周波数帯域に制限する。帯域制限された信号は、Ｄ／Ａコンバ
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ータ１１０に入力され、帯域制限フィルタ１１２において帯域制限され、プリアンブル部
検出処理部１１４およびＬ１／Ｌ２制御メッセージ部検出処理部１１６に入力される。
【００８７】
　ホッピングパターン・中心周波数制御部１１８は、自基地局がランダムアクセスチャネ
ルのために割り当てを行っている既知のホッピングパターン、中心周波数の情報に基づい
て、帯域制限フィルタ１１２、プリアンブル部検出処理部１１４、制御メッセージ部検出
処理部１１６の制御を行う。
【００８８】
　プリアンブル部検出処理部１１４はプリアンブル部の検出を行い、プリアンブル部（シ
グネチャ）の検出情報を出力する。また、制御メッセージ部検出処理部１１６は制御メッ
セージ部の検出を行い、制御情報を出力する。
【００８９】
　プリアンブル部検出処理部１１４は、受信されたランダムアクセスチャネルからプリア
ンブル部の検出および復調を行う。複数の移動局は、複数のコードのうち、１つを選択し
てランダムアクセスチャネルを送信する。プリアンブル部検出処理部１１４は、シグネチ
ャと制御情報とが関連付けられている場合、プリアンブル部を復調することにより、得ら
れた制御情報を制御メッセージ部検出処理部１１６に入力する。
【００９０】
　また、プリアンブル部検出処理部１１４は、プリアンブル部が複数のブロックに分けら
れ、各ブロックで異なるシグネチャの組み合わせが送信された場合、例えば各ブロックで
１６種類のうちの１つのシグネチャが送信された場合、ブロック毎に１６通りのシグネチ
ャを検出し、相関検出値のブロック間の合計値の計算を行う。このようにすることにより
、プリアンブル部で送信された多くの制御ビットを検出することができる。
【００９１】
　また、シグネチャ系列に制御情報を示す系列が乗算されて送信された場合、プリアンブ
ル部検出処理部１１４は、各ブロックのシグネチャを検出し、制御情報を示すシンボル系
列を検出する。プリアンブル部検出処理部１１４は、検出した制御情報を制御メッセージ
部検出処理部１１６に入力する。このようにすることにより、比較的簡単に検出処理を行
うことができる。
【００９２】
　また、この場合、プリアンブル部検出処理部１１４は、各ブロックのシグネチャと制御
情報を示すシンボル系列の検出をまとめて行うようにしてもよい。プリアンブル部検出処
理部１１４は、検出した制御情報を制御メッセージ部検出処理部１１６に入力する。この
ようにすることにより、検出精度を向上させることができる。
【００９３】
　次に、本実施例にかかる無線通信システムの動作について説明する。
【００９４】
　ＩＤＬＥモードからＡＣＴＩＶＥモードに遷移する場合について、図１０を参照して説
明する。
【００９５】
　移動局（ＵＥ）は、ランダムアクセスチャネル（ＲＡＣＨ）を基地局（Ｎｏｄｅ　Ｂ）
に送信する（ステップＳ１００２）。例えば、移動局はランダム仮ＩＤによりＲＡＣＨを
基地局に送信する。
【００９６】
　次に、基地局は、上りリソース割当（Ｕｐｌｉｎｋ　ｄａｔａ　ｒｅｓｏｕｒｃｅ　ａ
ｌｌｏｃａｔｉｏｎ）と、タイミング情報（Ｔｉｍｉｎｇ　ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ）を
移動局に通知する（ステップＳ１００４）
　次に、基地局は、セル固有のＩＤ（Ｃｅｌｌ　ｓｐｅｃｉｆｉｃ　ＵＥ　ＩＤ（Ｃ－Ｒ
ＮＴＩ））を移動局に通知する（ステップＳ１００６）。
【００９７】
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　次に、移動局は、共有データチャネル（Ｓｈａｒｅｄ　ｄａｔａ　ｃｈａｎｎｅｌ）を
基地局に送信する（ステップＳ１００８）。移動局は、ＲＲＣ＋ＮＡＳを送信し、コネク
ションオープンリクエスト（ｃｏｎｎｅｃｔｉｏｎ　ｏｐｅｎ　ｒｅｑｕｅｓｔ）を行う
。
【００９８】
　次に、基地局は、コネクションオープンリスポンス（ｃｏｎｎｅｃｔｉｏｎ　ｏｐｅｎ
　ｒｅｓｐｏｎｓｅ）を移動局に通知する。
【００９９】
　次に、移動局と基地局は、共有データチャネルにより、データの送受信を行う。
【０１００】
　ドーマント状態からアクティブ状態またはハンドオーバ状態に遷移する場合について、
図１１を参照して説明する。
【０１０１】
　移動局は、ランダムアクセスチャネル（ＲＡＣＨ）を基地局に送信する（ステップＳ１
１０２）。例えば、移動局はＵＥ－ＩＤによりＲＡＣＨを基地局に送信する。
【０１０２】
　次に、基地局は、上りリソース割当（Ｕｐｌｉｎｋ　ｄａｔａ　ｒｅｓｏｕｒｃｅ　ａ
ｌｌｏｃａｔｉｏｎ）と、タイミング情報（Ｔｉｍｉｎｇ　ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ）を
移動局に通知する（ステップＳ１１０４）
　次に、移動局と基地局は、共有データチャネルにより、データの送受信を行う（ステッ
プＳ１１０６）。
【産業上の利用可能性】
【０１０３】
　本発明にかかる送信装置および受信装置並びにランダムアクセス制御方法は、無線通信
システムに適用できる。
【図面の簡単な説明】
【０１０４】
【図１Ａ】Ｗ－ＣＤＭＡにおける衝突許容型チャネルの送信方法を示す説明図である。
【図１Ｂ】Ｗ－ＣＤＭＡにおける衝突許容型チャネルの送信方法を示す説明図である。
【図２】本発明の一実施例にかかる送信装置を示す部分ブロック図である。
【図３Ａ】本発明の一実施例にかかる制御情報の送信方法を示す説明図である。
【図３Ｂ】本発明の一実施例にかかる制御情報の送信方法を示す説明図である。
【図３Ｃ】本発明の一実施例にかかる制御情報の送信方法を示す説明図である。
【図４】シグネチャと制御情報の関連付けの一例を示す説明図である。
【図５】シグネチャと制御情報の関連付けの一例を示す説明図である。
【図６】シグネチャ系列に制御情報を示す系列を乗算する送信方法を示す説明図である。
【図７】ランダム仮ＩＤで送信する場合を示す説明図である。
【図８】ＵＥ－ＩＤで送信する場合を示す説明図である。
【図９】本発明の一実施例にかかる受信装置を示す部分ブロック図である。
【図１０】本発明の一実施例にかかる無線通信システムの動作を示すフロー図である。
【図１１】本発明の一実施例にかかる無線通信システムの動作を示すフロー図である。
【符号の説明】
【０１０５】
１００　送信装置
２００　受信装置
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